
 
 

 
 

入院等による中・長期休診の対策は充分ですか？ 
「所得補償保険」の新規加入および現在ご加入の方の継続をよろしくお願いいたします。

また、「所得補償保険」の他に医療保険等もございますので、この機会に是非ご検討くださ

い！詳細は同封のパンフレットをご確認ください。 

◎万一、病気やケガによって就業不能となった場合の収入減を補償 

します！ 

◎毎年の保険期間で保険金のご請求がない場合は保険料の 20％を 

【無事故返戻金】としてお返しします！ 

詳細は同封の案内パンフレットをご覧ください。 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

師走に入り、年末年始になると運送業者や印刷所もお休みです。 

在庫を確認の上、各〆切日（１０日・２０日）までに、お早目にご注文 

をお願いいたします。※急ぎ等の対応はいたしかねます。 
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所得補償保険 新規・継続加入受付中！ 

現在ご契約いただいている方は補償内容に過不足がないかご検討ください。 

また、契約の際に「特定疾病等対象外特約」が付帯されている場合、更改時に

削除出来る場合があります。削除にはいくつかの前提条件がございますが、今

一度契約内容のご確認を併せてお願いいたします。 

カルテ類のご注文はお済みですか？ 

≪引受保険会社≫ 

損害保険ジャパン株式会社 

東京海上日動火災保険株式会社 

 団体割引 

３０％ 
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現在ご加入いただいております歯科医師賠償責任保険について、医療施設特約条項に

おける対物保険金額の見直し（補償額の変更）に伴い、保険料が以下の通り変更となりま

す。 

現在の保険料 9,943 円 ⇒ 10,231 円（＋288 円） 
 

また、本保険では、特約追加で勤務医（代診含む）を補償対象とすることが出来ます。 

○勤務医師包括担保追加条項（任意加入） 

歯科医師賠償責任保険では、勤務医個人が医療事故等により訴えられた場合、補償対

象外ですが、本特約により勤務医個人が訴えられた場合も補償対象となります。 

  ※全ての勤務医（代診含む）が補償対象となります。 

  ※保険加入の医療施設以外で勤務中の事故については補償対象外となります。 

○特約保険料 2,523 円（1 医療機関／年間  団体割引 20%適用） 

特約を追加した場合の年間保険料  12,754 円 

○保険期間  2023 年 5 月 1 日午後４時～2024 年 5 月 1 日午後４時 

○締 切 日  2023 年 2 月 10 日（金） 

詳しくは、同封のパンフレットをご一読ください。 

 

 
 

より使いやすいホームページを目指し、デザインやページ構成を見直しました。また、スマー

トフォンやタブレットでの表示にも対応しましたので、デバイスを問わずにいつでも閲覧いた

だけます。この機会にぜひ、新しいホームページをご覧ください。 

また、リニューアルを記念して、ウェブ限定のプレゼント企画を実施中です。詳細は別紙リ

ニューアルについてのお知らせをご確認ください。 

歯科医師賠償責任保険のご案内 
～ 保 険 料 が変 わります～ 

協同組合ＨＰをリニューアルしました！！ 
★リニューアル記念プレゼント企画実施中★ 

協同組合ＨＰ 

はこちらから 
鹿児島県歯科医師協同組合 


